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              21 総総送第 718 号 

令和３年 12 月 17 日 

 

 

江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会 

   会 長   村 島 章 惠  殿 

 

 

江戸川区長  斉 藤  猛 

 

 

江戸川区個人情報保護条例の規定による諮問について（諮問） 

 

江戸川区個人情報保護条例第 14 条第３項及び第 13 条第２項第４号の規定に基づき、下

記の事項について意見を求めます。 

 

記 

 

１ 諮問事項    

住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業に係る外部委託及び

外部提供について 
 

２ 諮問理由 

  住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業を実施するに当たり、

対象者の抽出、申請書の送付等、支給に係る業務には、電子計算組織で個人情報を取り

扱う業務の処理が含まれ、当該業務を民間事業者に委託することが江戸川区個人情報保

護条例（以下「条例」という。）第 14 条第３項に規定する外部委託に該当し、施設等入

所者の個人情報を入所施設等に送付することが、条例第 13 条第２項第４号に規定する外

部提供に該当するため 

 

３ 諮問関係資料 

  別紙諮問依頼書（写）のとおり 

 

４ 担当部課 

  福祉部臨時特別給付金非課税世帯給付担当課及び臨時特別給付金家計急変世帯給付担

当課 
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○写  
21 福 臨 非 送 第 １ 号 

令和３年 12 月 17 日 

総 務 部 長 殿 

福 祉 部 長 

 

江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会への諮問について（依頼） 

 

 

江戸川区個人情報保護条例第 14 条第３項及び第 13 条第２項第４号の規定に基づき、下

記の事項について江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会に諮問願います。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業に係る外部委託及び

外部提供について 
 

２ 諮問理由 

  住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業（以下「給付金事

業」という。）（※）を実施するに当たり、対象者の抽出、申請書の送付等、支給に係る

業務には、電子計算組織で個人情報を取り扱う業務の処理が含まれ、当該業務を民間事

業者に委託することが江戸川区個人情報保護条例（以下「条例」という。）第 14 条第３

項に規定する外部委託に該当し、施設等入所者の個人情報を入所施設等に送付すること

が、条例第 13 条第２項第４号に規定する外部提供に該当するため 

  ※ 事業の概要は、別紙のとおり 

 

３ 実施目的 

  「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）におい

て、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国民の生活は傷んでいる。雇用

を守り、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられること

が重要である。」と示され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に

家計への支援を行うため、給付金事業が実施されることとなった。 

  これを受け、江戸川区（以下「区」という。）においても給付金事業を実施することと

なったが、対象者の抽出、確認書・申請書の発送、書類審査など大量の事務が短期間に

発生することが予想されることから、専門的な知識及びノウハウのある民間事業者に外

部委託し、また、施設等入所者の申請を支援するために入所施設等を通じて支給案内及

び確認書を送付することで、迅速かつ適切な給付を可能とし、もって区民の福祉の向上

を図ることを目的する。 
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４ 実施時期（予定） 

  令和３年 12 月   審査会の答申を踏まえ、委託事業者を選定し契約締結 

業務開始後、随時外部提供を行う。 

 

５ 担当部課 

福祉部臨時特別給付金非課税世帯給付担当課 

福祉部臨時特別給付金家計急変世帯給付担当課 

 

６ 外部委託に係る業務の内容及び個人情報の保護対策 

項   目 内   容 

業務の内容 委託事業者は以下の業務を行う。 

１ 対象者抽出業務 

  住民記録システム及び課税システムから対象者情報を抽出し、送

付対象者データを作成する。 

２ その他審査等業務 

（１）必要書類の作成・印刷・送付 

   送付対象者データを基に対象者情報を印刷した確認書、申請

書、お知らせ等を作成・印刷し、封入封かん及び発送する。 

（２）確認書・申請書の受付 

   郵送申請による確認書・申請書を受け取り、管理台帳に受取の

記録をする。 

（３）審査業務 

   確認書・申請書の記載事項の内容を審査し、不備がある場合は、

不備通知を作成し、封入封かん及び発送する。 

  なお、その状況を管理台帳に記録する。 

（４）支給対象者リストの作成 

   審査の結果、支給対象となった者の振込先口座振替データを作

成し、振込先一覧（紙媒体・データ）とともに、区へ提出する。 

（５）決定通知の送付 

   支給対象者へ支給決定通知を送付する。 

（６）コールセンターの設置 

   制度説明、確認書・申請書の再発行・再送付、受付書類の処理

状況の回答など、給付金事業に係る問合せに対応する。 

（７）業務の実施状況の報告 

   業務の実施状況について適宜、区へ報告書を提出し報告する。 

運用方法 管理責任者 福祉部臨時特別給付金非課税世帯給付担当課長（以下

「非課税世帯給付担当課長」という。） 

      福祉部臨時特別給付金家計急変世帯給付担当課長（以下

「家計急変世帯給付担当課長」という。） 

運用担当者 福祉部臨時特別給付金非課税世帯給付担当課計画係長

（以下「非課税世帯給付担当課計画係長」という。） 
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      福祉部臨時特別給付金家計急変世帯給付担当課計画係

長（以下「家計急変世帯給付担当課計画係長」という。） 

履行場所 １ 対象者抽出業務 

  江戸川区役所 

２ その他審査等業務 

  区指定の場所、委託事業者の事業所 

対象者 １ 令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

２ 令和３年１月以降の家計急変世帯 

情報の内容 １ 対象者抽出業務 

  住基宛名番号、住所、氏名、生年月日、性別、生活保護・支援給

付受給状況（開始日、停止日、停止解除日、廃止日）、施設入退所

等の情報（入所等年月日、区分、子である児童、退所等年月日、施

設徴収金階層区分等）、住基世帯番号、続柄、世帯構成人数、家族

識別コード、転出区分、転出先住所、異動事由コード、宛名区分コ

ード、消除区分コード、非課税区分、死亡等区分、社会福祉施設等

区分、交付決定日 

２ その他審査等業務 

  世帯番号、宛名番号、氏名漢字、氏名カナ、通称名漢字、通称名

カナ、併記名漢字、併記名カナ、性別、生年月日、続柄、家族識別

コード、消除区分、宛名区分、異動事由、異動年月日、住所、方書、

郵便番号、転出先住所、前住所、世帯主宛名番号、世帯主氏名漢字、

DV 対象者区分、住定事由、住定年月日、住民年月日、消除年月日、

振込先口座情報、電話番号 

３ 委託処理予定件数 

  区内約 12 万世帯 

管理責任体制 保護管理責任者   非課税世帯給付担当課長 

          家計急変世帯給付担当課長 

保護管理事務取扱者 非課税世帯給付担当課計画係長 

          家計急変世帯給付担当課計画係長 

外部委託に係

る対策 

１ 委託契約における規定 

委託事業者に対し、条例、江戸川区個人情報保護条例施行規則（以

下「規則」という。）、個人情報保護に関する特約条項等の遵守を義

務付けるとともに、業務従事者に対する秘密保持義務を当該契約書

に明記する。 

２ 委託事業者の選定基準 

（１）業務従事者に対して、個人情報に関する研修等を行い、個人

情報の取扱いを適正に行うよう努めていること。 

（２）情報マネジメントシステム認定センターが運用する ISMS 適合

性評価制度における ISMS 認証又は一般財団法人日本情報経済社

会推進協会が認定するプライバシーマークの使用許諾を取得し

ている事業者であること。 
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（３）３に掲げる個人情報の保護に必要な対策が講じられているこ

と。 

３ 委託業務に係る個人情報保護対策 

（１）区が提供したデータ等の当該委託業務の履行に必要な一切の

情報について外部に漏えいすることがないよう、厳重な措置を

講じた上で業務を遂行すること。 

（２）条例等に基づき、個人情報の適正な管理及び保護を図るため

の措置を講ずること。 

（３）業務従事者の名簿をあらかじめ提出すること。 

（４）作業室、執務室等へ入退室ができる者を限定し、入退室につ

いて適正に管理すること。 

（５）事故、災害又はトラブルに対応できる体制及び手順を整える

こと。 

（６）事故等の発生並びに個人情報保護及び情報セキュリティ対策

の変更があった場合には、直ちに区に報告するとともに、今後

の対応について協議すること。 

（７）区の必要に応じ、区職員による現場査察を受け入れること。 

（８）契約終了後、区から貸与された資料の返却及び消去報告をす

ること。 

（９）個人情報保護及び情報セキュリティ対策については、契約期

間中のみならず、準備期間中及び契約終了後においても、同様

の取扱いとすること。 

実施機関の対

策 

１ 物理的セキュリティ対策 

（１）住民記録システム及び課税システムで扱う全てのデータは、デ

ータセンタ（iDC）に設置したサーバにて管理する。 

（２）個人情報の電算処理を行う機器は、盗難等を防ぐため、セキュ

リティワイヤーにより所定のデスクに固定する。 

（３）個人情報を保管する執務室等へ入室できる者を限定し、入退室

について適正に管理する。 

２ 人的セキュリティ対策 

保護管理責任者は、職員及び委託事業者に対し、条例、規則、情

報セキュリティポリシー等を遵守させることを徹底する。 

３ 運用上のセキュリティ対策 

（１）区で保管する電子媒体及び紙媒体は、施錠管理のできるキャ

ビネットに保管し、キャビネットの鍵は保護管理責任者の指定

する職員が管理する。 

（２）委託事業者で行う作業手順について、委託事業者から事前に

具体的な説明を受け、工程について不備がないか点検を行う。 

（３）事故等の発生時は、委託事業者から直ちに電話等により区が

報告を受け、必要な措置を講ずる。 

（４）個人情報を含む紙媒体は鍵付きケースに収納し、電子媒体は
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暗号化の上、区職員と委託事業者が直接受渡しを行うものと

し、日付、担当者名、情報媒体種別、数量その他必要な事項を

受払簿に記録する。 

 

７ 外部提供に係る個人情報の保護対策 

項   目 内   容 

対象者 虐待等による措置等を受けている者（入所施設等に住民票を移して

いない場合） 

情報の内容 氏名、住所、口座情報、課税状況 

提供の方法 支給案内及び確認書を送付する。 

提供先 入所施設等 

保護対策 提供先には、提供した個人情報について、以下の内容を遵守させる。 

１ 目的外利用の禁止 

２ 厳重な保管及び管理 

３ 適正な廃棄 

４ 職員に対する秘密保持に係る対策 

５ 紛失、漏えい等の事故発生時の区への報告 

管理責任体制 保護管理責任者   非課税世帯給付担当課長 

保護管理事務取扱者 非課税世帯給付担当課計画係長 

 

８ 参考資料 

  別紙「住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業の概要」 
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別紙 

住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金事業の概要 

１ 給付対象 

  給付対象は以下のとおり。ただし、総務省が指定した方法により、給付対象として除外

する旨、区に連絡調整が行われたものは、区の給付対象としない。 

 

対象者 所得要件 

(1)令和３年度分

の住民税均等割

が非課税である

世帯（住民税非課

税世帯） 

同一世帯に属するもの全員が、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）

の規定による令和３年度分の住民税均等割が課されていない世帯又

は区の条例で定めるところにより住民税均等割を免除されている世

帯 

(2)令和３年１月

以降の家計急変

世帯（家計急変世

帯） 

上記に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて令和３年１月以降の家計が急変し、令和３年度分の

住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる

世帯（同一の世帯に属する者のうち令和３年度分の住民税均等割が

課されているもの全員のそれぞれの１年間の収入見込額が、住民税

均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯） 

 ※ (1)及び(2)に関わらず、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成さ

れる世帯は、所得要件を満たさないものとする。 

 

２ 給付実施自治体 

(1) 住民税非課税世帯 

   基準日（令和３年 12 月 10 日）時点で住民基本台帳に記録されている区市町村 

(2) 家計急変世帯 

   申請時点の住所区市町村 

 

 ※ DV 等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者等で、現在の居住地（措置先）

に住民票を移していない場合には、居住地区市町村・施設所在区市町村等における給付

対象となる。 

 ※ 基準日以前に、住民票を消除されていたもので、基準日において、日本国内で生活し

ていたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日以後

初めて居住区市町村の住民基本台帳に記録されたときは、当該居住区市町村において申

請・給付対象者となる。 

 

３ 給付額 

  給付対象１世帯につき 10 万円とする。 

 

４ 給付開始日及び給付申請期限 

  区長が別に定める日 
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５ 申請方式 

(1) 住民税非課税世帯（プッシュ型） 

   区より送付された、口座情報などが記載された確認書にチェックを入れ返送する。 

(2) 家計急変世帯（要申請） 

   申請書及び令和３年１月から令和４年９月までの間の、１年間の収入見込額の基礎と

なる任意の１か月の収入額が確認できる書類を郵送する。 

 

６ 給付方式 

  口座振替で給付する。ただし、これにより難い場合は現金で給付する。 
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